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(57)【要約】
【課題】車両衝突が予測又は検出された場合に乗員を良
好に拘束することができる車両用乗員拘束装置を得る。
【解決手段】４点式シートベルト装置１０は、着座乗員
Ｐの腰部を拘束するラップベルト１２と、下端部２０Ａ
においてラップベルト１２のシート幅方向中間部に連結
され着座乗員Ｐの上体を拘束するためのショルダベルト
２０と、ラップベルトに張力を付与するためのラップ側
リトラクタ１４と、ショルダベルト２０に張力を付与す
るためのショルダ側リトラクタ２２と、車両衝突が予測
された場合にショルダ側リトラクタ２２の作動が開始さ
れないうちにラップ側リトラクタ１４の作動が開始され
るようにこれらの作動を制御するＥＣＵ２８とを備える
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着座乗員の腰部を拘束するラップベルトと、
　下端部において前記ラップベルトにおけるシート幅方向中間部に連結され、着座乗員の
上体を拘束するためのショルダベルトと、
　前記ラップベルトに張力を付与するためのラップ側張力付与手段と、
　前記ショルダベルトに張力を付与するためのショルダ側張力付与手段と、
　を備え、車両衝突が予測又は検出された場合に、前記ショルダ側張力付与手段の作動が
開始されないうちに前記ラップ側張力付与手段の作動が開始されるようにした車両用乗員
拘束装置。
【請求項２】
　前記ラップ側張力付与手段は、前記ラップベルトを引き出し可能に巻き取り、かつ強制
的に前記ラップベルトを巻き取る機能を有するラップ側リトラクタであり、
　前記ショルダ側張力付与手段は、前記ショルダベルトを引き出し可能に巻き取り、かつ
強制的に前記ショルダベルトを巻き取る機能を有するショルダ側リトラクタであり、
　車両衝突が予測又は検出された場合に、前記ショルダ側リトラクタの作動が開始されな
いうちに前記ラップ側リトラクタの作動を開始させる制御装置をさらに備えた請求項１記
載の車両用乗員拘束装置。
【請求項３】
　前記ラップ側張力付与手段による張力付与動作の完了後に、前記ショルダ側張力付与手
段の作動が開始されるようにした請求項１又は請求項２記載の車両用乗員拘束装置。
【請求項４】
　前記ラップ側張力付与手段による張力付与動作の完了前に、前記ショルダ側張力付与手
段の作動が開始されるようにした請求項１又は請求項２記載の車両用乗員拘束装置。
【請求項５】
　前記ショルダベルトは、シート幅方向に並列して乗員の上体を拘束するように左右一対
設けられ、
　前記ショルダ側張力付与手段は、前記左右一対のショルダベルトのそれぞれに張力を付
与するように設けられ、
　前記ラップ側張力付与手段は、前記ラップベルトに対し長手方向両端側から張力を付与
するように設けられている請求項１～請求項４の何れか１項記載の車両用乗員拘束装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも衝突時にシートに着座した乗員を該シートに拘束するための車両
用乗員拘束装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　左右のラップベルトを巻き取る左右一対のラップ側リトラクタと、左右のショルダベル
トを巻き取る左右一対のショルダ側リトラクタとを備え、かつ、ラップ側リトラクタの巻
き取り力をショルダ側リトラクタの巻き取り力よりも大きく設定したシートベルト装置が
知られている（例えば、特許文献１参照）。この特許文献１によれば、ショルダベルトの
巻き取り力によってラップベルトが持ち上げられることが防止されるとされている。
【特許文献１】特開２００４－３３０９７５号公報
【特許文献２】特開２００４－３３０９７７号公報
【特許文献３】特開２００４－１７６８６号公報
【特許文献４】特開２００３－２３７５２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　しかしながら、上記の如き従来の技術では、車両衝突の際に強制的にベルトを巻き取る
機能を果たさせる場合、ラップ側リトラクタは、ショルダ側リトラクタに用ショルダベル
トの巻き取り力に抗しつつラップベルトを巻き取ることとなり、即応性確保のために大き
な駆動力を発生し得る体格の大きな駆動源が必要となる。
【０００４】
　本発明は、車両衝突が予測又は検出された場合に乗員を良好に拘束することができる車
両用乗員拘束装置を得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の発明に係る車両用乗員拘束装置は、着座乗員の腰部を拘束するラップベ
ルトと、下端部において前記ラップベルトにおけるシート幅方向中間部に連結され、着座
乗員の上体を拘束するためのショルダベルトと、前記ラップベルトに張力を付与するため
のラップ側張力付与手段と、前記ショルダベルトに張力を付与するためのショルダ側張力
付与手段と、を備え、車両衝突が予測又は検出された場合に、前記ショルダ側張力付与手
段の作動が開始されないうちに前記ラップ側張力付与手段の作動が開始されるようにした
。
【０００６】
　請求項１記載の車両用乗員拘束装置では、ラップベルトが着座乗員の腰部に装着される
と共にショルダベルトが着座乗員の上体に装着されることで、乗員の腰部及び上体が車両
用シートに対し拘束可能とされる。制御装置は、車両の衝突が予測又は検出された場合に
は、先ず、ラップ側張力付与手段を作動させてラップベルトに張力を付与し、その後（必
要に応じて）ショルダ側張力付与手段を作動させてショルダベルトに張力を付与する。
【０００７】
　このため、本車両用乗員拘束装置では、ラップ側張力付与手段がラップベルトに張力を
付与する際の少なくとも初期には、該ラップベルトにはショルダベルトに張力を付与する
ための力（ショルダベルトの張力の反力）が作用することがない。したがって、ラップ側
張力付与手段は、短時間でラップベルトを緊張させることができ、即応性が確保される。
そして、先に張力が付与されたラップベルトは、ショルダベルトの張力によって該ショル
ダベルトの連結部位が変形することが抑制され、適正な乗員拘束（姿勢）形状が維持され
る。
【０００８】
　このように、請求項１記載の車両用乗員拘束装置では、車両衝突が予測又は検出された
場合に乗員を良好に拘束することができる。また、ラップ側張力付与手段の低動力化、小
型化にも寄与する。
【０００９】
　請求項２記載の発明に係る車両用乗員拘束装置は、請求項１記載の車両用乗員拘束装置
において、前記ラップ側張力付与手段は、前記ラップベルトを引き出し可能に巻き取り、
かつ強制的に前記ラップベルトを巻き取る機能を有するラップ側リトラクタであり、前記
ショルダ側張力付与手段は、前記ショルダベルトを引き出し可能に巻き取り、かつ強制的
に前記ショルダベルトを巻き取る機能を有するショルダ側リトラクタであり、車両衝突が
予測又は検出された場合に、前記ショルダ側リトラクタの作動が開始されないうちに前記
ラップ側リトラクタの作動を開始させる制御装置をさらに備えた。
【００１０】
　請求項２記載の車両用乗員拘束装置では、ラップベルト、ショルダベルトのそれぞれが
リトラクタによって引き出し可能に巻き取られており、これらのリトラクタはラップベル
ト、ショルダベルトを強制的に巻き取る機能を有する。制御装置は、車両の衝突が予測又
は検出された場合には、先ず、ラップ側リトラクタにラップベルトを巻き取らせて緊張さ
せ、その後ショルダ側リトラクタにショルダベルトを巻き取らせて緊張させる。このよう
に、本車両用乗員拘束装置では、制御装置による各リトラクタの制御によって、車両衝突
が予測又は検出された場合に確実にショルダベルトに先行してラップベルトに張力を付与
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し、乗員を良好に拘束することができる。
【００１１】
　請求項３記載の発明に係る車両用乗員拘束装置は、請求項１又は請求項２記載の車両用
乗員拘束装置において、前記ラップ側張力付与手段による張力付与動作の完了後に、前記
ショルダ側張力付与手段の作動が開始されるようにした。
【００１２】
　請求項３記載の車両用乗員拘束装置では、ラップ側張力付与手段によってラップベルト
に張力を付与した後にショルダ側張力付与手段の作動を開始させるため、ラップ側張力付
与手段は、ショルダベルトの張力の反力に抗することなくラップベルトを緊張させること
ができる。このため、ラップベルト緊張の即応性が高く、該ラップベルトを緊張させるた
めの動力が小さくて足りる。
【００１３】
　請求項４記載の発明に係る車両用乗員拘束装置は、請求項１又は請求項２記載の車両用
乗員拘束装置において、前記ラップ側張力付与手段による張力付与動作の完了前に、前記
ショルダ側張力付与手段の作動が開始されるようにした。
【００１４】
　請求項４記載の車両用乗員拘束装置では、ラップ側張力付与手段によってラップベルト
に張力を付与しながらショルダ側張力付与手段の作動を開始させるため、ラップベルトへ
の張力付与開始からショルダベルトの張力付与完了までの所要時間が短い。なお、ラップ
ベルトの張力付与が、ショルダベルトへの張力付与中（特にショルダベルトが緩んでいる
状態のとき）に完了される構成とすれば、ラップベルト緊張の即応性が高く、また該ラッ
プベルトを緊張させるための動力が小さくて足りる。
【００１５】
　請求項５記載の発明に係る車両用乗員拘束装置は、請求項１～請求項４の何れか１項記
載の車両用乗員拘束装置において、前記ショルダベルトは、シート幅方向に並列して乗員
の上体を拘束するように左右一対設けられ、前記ショルダ側張力付与手段は、前記左右一
対のショルダベルトのそれぞれに張力を付与するように設けられ、前記ラップ側張力付与
手段は、前記ラップベルトに対し長手方向両端側から張力を付与するように設けられてい
る。
【００１６】
　請求項５記載の車両用乗員拘束装置では、ラップ側張力付与手段がラップベルトに対し
長手方向の両側から張力を付与するので、該張力の付与の際に、ラップベルトにおける左
右のショルダベルトの連結部位がラップベルトの長手方向（左右方向）に位置ずれするこ
とが抑制される。このため、ラップベルト及びショルダベルトは、それぞれの適正な乗員
拘束形状が確保される。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように本発明に係る車両用乗員拘束装置は、車両衝突が予測又は検出され
た場合に乗員を良好に拘束することができるという優れた効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の第１の実施形態に係る車両用乗員拘束装置としての４点式シートベルト装置１
０について、図１～図３に基づいて説明する。なお、各図に適宜記す矢印ＦＲ、矢印ＵＰ
、矢印ＬＨ、矢印ＲＨは、それぞれ４点式シートベルト装置１０が適用された自動車の前
方向（進行方向）、上方向、進行方向を向いた場合の左側、右側（車幅方向）を示してお
り、これらは４点式シートベルト装置１０が適用された車両用シート１１の前方向、上方
向、シート幅方向の右側、左側に略一致している。
【００１９】
　図１には、車両用シート１１に適用された４点式シートベルト装置１０の使用（乗員装
着）状態が模式的な正面図にて示されている。また、図２には、４点式シートベルト装置
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１０の使用状態が側面図にて示されている。以下の説明では、上下左右等の方向を用いて
説明する場合は、この使用状態を基準にするものとする。
【００２０】
　図１～図２に示される如く、４点式シートベルト装置１０は、左右一対のラップベルト
１２を備えている。各ラップベルト１２のシート幅方向外端は、それぞれ巻き取り装置と
してのラップ側リトラクタ１４に引き出し可能に巻き取られている。ラップ側リトラクタ
１４は、それぞれ対応する各ラップベルト１２を所定の巻き取り力で付勢し（張力を作用
させ）ており、装着状態の各ラップベルト１２の弛みを抑制するようになっている。この
実施形態では、ラップ側リトラクタ１４は、車両用シート１１を構成するシートクッショ
ン１１Ａに内蔵されている。
【００２１】
　一方、各ラップベルト１２のシート幅方向内端には、連結手段を構成するバックル１６
、タングプレート１８が設けられている。具体的には、左側のラップベルト１２のシート
幅方向内端には、被係止部材としてのバックル１６が設けられ、右側のラップベルト１２
のシート幅方向内端には、バックル１６に対し係脱可能な係止部材としてのタングプレー
ト１８が設けられている。左右のラップベルト１２は、バックル１６にタングプレート１
８が結合されることで、図１に示される如く車両用シート１１の着座乗員Ｐの腰部に装着
される（腰部を拘束する）ようになっている。したがって、バックル１６及びタングプレ
ート１８が本発明における連結手段に相当する。
【００２２】
　また、４点式シートベルト装置１０は、左右一対のショルダベルト２０を備えている。
左右のショルダベルト２０は、それぞれの下端部が左右同じ側のラップベルト１２におけ
るバックル１６、タングプレート１８の近傍部分（連結部位１２Ａ）に連結されると共に
、それぞれの上端側がショルダ側リトラクタ２２に引き出し可能に巻き取られている。こ
の実施形態では、左側のラップベルト１２におけるバックル１６の接続部分とショルダベ
ルト２０の連結部分とは、所定距離だけ離間されている。同様に、右側のラップベルト１
２におけるタングプレート１８の接続部分とショルダベルト２０の連結部分とは、所定距
離だけ離間されている。
【００２３】
　各ショルダベルト２０のラップベルト１２への連結構造について補足すると、図５に示
される如く、ショルダベルト２０の下端部２０Ａは、下端に向けて幅方向に絞られて細幅
化され、該細幅部を折り返して縫製することで連結リング２４が脱落不能に連結されてい
る。この連結リング２４には、一端がラップベルト１２に縫製された細幅ウエビング２５
の他端側が折り返されて縫製されることで、脱落不能に連結されている。したがって、各
ショルダベルト２０は、連結リング２４及び細幅ウエビング２５を介して、対応するラッ
プベルト１２に対し厚み方向及び幅方向に傾斜（姿勢変化）可能に連結されている。
【００２４】
　ショルダ側リトラクタ２２は、それぞれ対応するショルダベルト２０を所定の巻き取り
力で付勢し（張力を作用させ）ており、装着状態のショルダベルト２０の弛みを抑制する
ようになっている。この実施形態では、ショルダ側リトラクタ２２は、車両用シート１１
を構成するシートバック１１Ｂに内蔵されている。また、各ショルダベルト２０は、シー
トバック１１Ｂの肩部に設けられたベルトガイド２６に挿通されている。
【００２５】
　以上により、４点式シートベルト装置１０は、車両用シート１１の着座乗員Ｐによって
バックル１６、タングプレート１８が結合されることで、図１に示される如く直列された
左右のラップベルト１２によって車両用シート１１の着座乗員Ｐの腰部に装着され、シー
ト幅方向に並列された左右一対のショルダベルト２０がＰ着座乗員Ｐの上体に装着される
構成である。
【００２６】
　そして、４点式シートベルト装置１０を構成する各ラップ側リトラクタ１４は、それぞ
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れ内蔵する図示しないモータの動力によってラップベルト１２を巻き取り可能なモータリ
トラクタ（ＰＳＢ）とされており、かつ内蔵するマイクロガスジェネレータ（ＭＧＧ）の
作動によってラップベルト１２を所定量だけ強制的に巻き取るプリテンショナ機構を備え
ている。すなわち、ラップ側リトラクタ１４は、ラップベルト１２の強制巻き取り機構を
２種類有する構成とされている。
【００２７】
　また、４点式シートベルト装置１０を構成する各ショルダ側リトラクタ２２は、それぞ
れ内蔵する図示しないモータの動力によってショルダベルト２０を巻き取り可能なモータ
リトラクタ（ＰＳＢ）とされており、かつ内蔵するマイクロガスジェネレータ（ＭＧＧ）
の作動によってショルダベルト２０を所定量だけ強制的に巻き取るプリテンショナ機構を
備えている。すなわち、ショルダ側リトラクタ２２は、ショルダベルト２０の強制巻き取
り機構を２種類有する構成とされている。
【００２８】
　これらラップ側リトラクタ１４、ショルダ側リトラクタ２２は、制御装置としてのＥＣ
Ｕ２８によって、作動が制御されるようになっている。具体的には、ＥＣＵ２８には、適
用された自動車の前面衝突を予測するためのプリクラッシュセンサ３０、前面衝突を検出
するための前突センサ３２がそれぞれ電気的に接続されている。プリクラッシュセンサ３
０としては、例えばミリ波レーダ等の前方障害物との距離に応じた信号を出力するものが
用いられ、前突センサ３２としては、例えば車両の加速度に応じた信号を出力する加速度
センサ等が用いられる。
【００２９】
　そして、ＥＣＵ２８は、プリクラッシュセンサ３０からの信号に基づいて車両の前面衝
突を予測した場合に、先ず、各ラップ側リトラクタ１４のモータをそれぞれのラップベル
ト１２の巻き取り方向に作動させ、その後、各ショルダ側リトラクタ２２をそれぞれのシ
ョルダベルト２０の巻き取り方向に作動させるようになっている。
【００３０】
　この実施形態では、図３に示される如く、時刻ｔ０で車両の前面衝突を予測すると、各
ラップ側リトラクタ１４が作動され、ラップ側リトラクタ１４の作動停止（時刻ｔ１）後
に各ショルダ側リトラクタ２２が作動されるようになっている。なお、ラップ側リトラク
タ１４の停止時（時刻ｔ１）は、図３に示すラップ側リトラクタ１４への給電オフ時では
なく、例えば、ラップ側リトラクタ１４のモータの過負荷検出時（実質的にラップベルト
１２の巻き取り完了が検出されたとき）等とすることも可能である。
【００３１】
　また、ＥＣＵ２８は、前突センサ３２によって車両の前面衝突が検出された場合には、
ラップ側リトラクタ１４のＭＧＧ、ショルダ側リトラクタ２２のＭＧＧをそれぞれ作動さ
せる構成とされている。さらに、車両用シート１１の着座乗員を保護するための図示しな
いエアバッグ装置を備える車両においては、ＥＣＵ２８は、前突センサ３２によって車両
の前面衝突が検出された場合に該エアバッグ装置を作動させるようになっている。
【００３２】
　次に、第１の実施形態の作用を説明する。
【００３３】
　上記構成の４点式シートベルト装置１０では、車両用シート１１の着座乗員Ｐが、ショ
ルダ側リトラクタ２２からショルダベルト２０を引き出しつつタングプレート１８をバッ
クル１６に係止すると、図１に模式的に示される如く、左右一対のショルダベルト２０が
並列して車両用シート１１の着座乗員Ｐの上体を拘束すると共に、左右で一体（直列）と
なるラップベルト１２が着座乗員Ｐの腰部を拘束する。
【００３４】
　ＥＣＵ２８は、プリクラッシュセンサ３０からの信号に基づいて車両の前面衝突を予測
すると、先ず、各ラップ側リトラクタ１４のモータをラップベルト１２の巻き取り方向に
作動させる。次いで、ＥＣＵ２８は、各ショルダ側リトラクタ２２のモータをショルダベ
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ルト２０の巻き取り方向に作動させる。これにより、４点式シートベルト装置１０では、
左右のラップベルト１２、ショルダベルト２０にそれぞれ張力が付与（緊張）され、スラ
ックが解消される。また、ラップベルト１２については、上記の如く張力が付与されるこ
とで、ショルダベルト２０の連結部位１２Ａにおけるショルダ側リトラクタ２２の巻き取
り力による変形（上方への持ち上り）が解消される。
【００３５】
　このまま車両が前面衝突に至り害衝突が前突センサ３２によって検出されると、ＥＣＵ
２８は、ラップ側リトラクタ１４、ショルダ側リトラクタ２２の各ＭＧＧを作動させ、左
右のラップベルト１２、ショルダベルト２０をさらに強制的に巻き取らせる。これにより
、車両用シート１１の着座乗員Ｐは、４点式シートベルト装置１０によって該車両用シー
ト１１に拘束され、車両の前面衝突に対し保護される。また、エアバッグ装置を備えた車
両においてはエアバッグ装置によっても車両用シート１１の着座乗員Ｐが保護される。
【００３６】
　ここで、４点式シートベルト装置１０では、前面衝突が予測された場合に、ショルダ側
リトラクタ２２が作動される前にラップ側リトラクタ１４を作動させるため、ラップ側リ
トラクタ１４は、ショルダベルト２０を介してラップベルト１２に伝わるショルダ側リト
ラクタ２２の巻き取り力に抗しつつラップベルト１２に張力を付与することが防止又は抑
制される。
【００３７】
　特に、この実施形態では、ラップ側リトラクタ１４によるラップベルト１２の巻き取り
（張力付与動作）完了後にショルダ側リトラクタ２２が作動される構成であるため、ラッ
プ側リトラクタ１４は、ショルダ側リトラクタ２２の巻き取り力に抗することなく、ラッ
プベルト１２に張力を付与することができる。
【００３８】
　そして、４点式シートベルト装置１０では、上記の通りラップベルト１２に張力が付与
された適正な装着状態でショルダ側リトラクタ２２が作動されるので、該ショルダ側リト
ラクタ２２によるショルダベルト２０の巻き取り力によって、ラップベルト１２がショル
ダベルト２０の連結部位１２Ａにおいて変形することが防止又は著しく抑制される。すな
わち、衝突予測の段階でラップベルト１２、ショルダベルト２０が適正な装着状態とされ
、その後のラップ側リトラクタ１４、ショルダ側リトラクタ２２のプリテンショナ機構の
作動による乗員拘束性能の向上に寄与する。
【００３９】
　また、４点式シートベルト装置１０では、上記の通りショルダ側リトラクタ２２の巻き
取り力が作用していないラップベルト１２を巻き取るラップ側リトラクタ１４は、ラップ
ベルト１２を短時間で緊張させる（スラックを除去する）即応性を確保しつつ、モータの
小型化、低動力化が可能になる。
【００４０】
　さらに、４点式シートベルト装置１０では、左右一対のショルダベルト２０が車両用シ
ート１１の着座乗員Ｐの上体を左右略対称に拘束する構成において、左右のラップ側リト
ラクタ１４によって連結された左右のラップベルト１２を左右（車幅方向の両側）から略
均等に巻き取る構成であるため、左右のショルダベルト２０の位置ずれも抑制され、ラッ
プベルト１２、ショルダベルト２０が一層適正な装着状態とされる。
【００４１】
　なお、第１の実施形態では、ＥＣＵ２８が図３に示されるタイミングチャートの如くラ
ップ側リトラクタ１４、ショルダ側リトラクタ２２を作動させる例を示したが、本発明は
これに限定されず、例えば、図４に示されるタイミングチャートの如くラップ側リトラク
タ１４、ショルダ側リトラクタ２２を作動させる構成としても良い。
【００４２】
　図４の変形例に係る制御では、ＥＣＵ２８は、ラップ側リトラクタ１４の作動開始（時
刻ｔ０）後であって、ラップ側リトラクタ１４の動作完了（時刻ｔ１）の前である時刻ｔ



(8) JP 2010-143373 A 2010.7.1

10

20

30

40

50

２（ｔ０＜ｔ２＜ｔ１）において、ショルダ側リトラクタ２２の作動を開始させるように
なっている。この構成においても、ラップ側リトラクタ１４は、例えばラップ側リトラク
タ１４とショルダ側リトラクタ２２とを略同時に作動させる構成と比較して、ショルダ側
リトラクタ２２の巻き取り力を受けつつラップベルト１２を巻き取る量（時間）が減るの
で、ショルダベルトの巻き取り力によるラップベルトの変形が抑制される。すなわち、ラ
ップベルト１２、ショルダベルト２０が適正な装着状態とされ、またラップ側リトラクタ
１４のモータの小型化、低動力化に寄与する。
【００４３】
　また、この変形例においては、ラップ側リトラクタ１４のモータの作動開始からショル
ダ側リトラクタ２２のモータの作動停止までの時間、すなわち衝突に備えるためにラップ
ベルト１２、ショルダベルト２０のスラックを解消する時間が短縮される。なお、ラップ
側リトラクタ１４の動作完了は、図４に示される如くショルダ側リトラクタ２２の動作完
了よりも前であることには限られないが、ショルダベルト２０の張力が小さい（緩い）う
ちにラップ側リトラクタ１４の動作を完了させることで、ラップ側リトラクタ１４のモー
タの小型化、低動力化に一層寄与することから、ラップ側リトラクタ１４は、ショルダ側
リトラクタ２２の動作完了よりも前に動作完了することが望ましい。
【００４４】
（第２の実施形態）
　図５には、本発明の第２の実施形態に係る車両用乗員拘束装置としての４点式エアベル
ト装置４０が模式的な正面図にて示されている。この図に示される如く、４点式エアベル
ト装置４０は、ラップベルト１２、ショルダベルト２０に代えて、それぞれの長手方向の
一部が膨張部４６とされたラップベルト４２、ショルダベルト４４を備える点で、第１の
実施形態に係る４点式シートベルト装置１０とは異なる。
【００４５】
　膨張部４６は、図６に示される如く、インフレータ４８からのガス供給を受けて所定の
形状（図５の想像線参照）に膨張、展開されるエアバッグ５０と、伸展可能な袋状に形成
されエアバッグ５０を覆うメッシュウエビング５２と、内部に収容したメッシュウエビン
グ５２がエアバッグ５０の膨張に伴い膨張するとティア部５４Ａにおいて破断されるカバ
ー５４とを主要部として構成されている。膨張部４６は、メッシュウエビング５２におい
てラップベルト４２、ショルダベルト４４における膨張部４６以外の部分（非膨張の帯状
ウエビングより成る部分）に接続されている。
【００４６】
　この実施形態では、左右同じ側のラップベルト４２の膨張部４６とショルダベルト４４
の膨張部４６とは、互いのエアバッグ５０同士が連通路５６（図５参照）を介して連通さ
れている。連通路５６は、例えば左右同じ側のエアバッグ５０間に一体に形成された非膨
張部、又はフレキシブルチューブとされている。
【００４７】
　そして、４点式エアベルト装置４０は、ＥＣＵ２８がインフレータ４８を作動させると
、図５に想像線にて示される如く、左右のラップベルト４２、ショルダベルト４４の各膨
張部４６が所定形状に膨張、展開されるようになっている。この膨張部４６の膨張、展開
によって、左右のラップベルト４２、ショルダベルト４４は、それぞれ長手方向に短縮さ
れるようになっている。したがって、４点式エアベルト装置４０では、膨張部４６の膨張
、展開によってプリテンショナ効果が得られ、ラップ側リトラクタ１４、ショルダ側リト
ラクタ２２は、ＭＧＧにより左右のラップベルト４２、ショルダベルト４４を強制的に巻
き取るタイプのプリテンショナ機構を有しない構成とされている。
【００４８】
　すなわち、４点式エアベルト装置４０を構成するＥＣＵ２８は、前突センサ３２からに
よって前面衝突が検出された場合に、ラップ側リトラクタ１４、ショルダ側リトラクタ２
２の各ＭＧＧを作動させるのに代えて、インフレータ４８を作動させる点で４点式シート
ベルト装置１０を構成するＥＣＵ２８と異なる。また、４点式エアベルト装置４０におけ
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る他の構成は、図示しない部分を含め４点式シートベルト装置１０の対応する構成と同じ
である。
【００４９】
　したがって、第２の実施形態に係る４点式エアベルト装置４０によっても、前面衝突予
測時に左右のラップベルト４２、ショルダベルト４４を適正な装着状態とすることについ
て、基本的に４点式シートベルト装置１０と同様の作用によって同様の効果を得ることが
できる。また、４点式エアベルト装置４０では、左右のラップベルト４２、ショルダベル
ト４４によって着座乗員Ｐを効果的に車両用シート１１に拘束しつつ、該乗員Ｐを保護す
ることができる。この４点式エアベルト装置４０を備えた車両では、車両用シート１１の
着座乗員Ｐのためのエアバッグ装置を不要とすることも可能である。
【００５０】
　なお、第２の実施形態では、ラップベルト４２、ショルダベルト４４のそれぞれに膨張
部４６が設けられた例を示したが、本発明はこれに限定されず、例えば、ラップベルト４
２、ショルダベルト４４の何れか一方にのみ膨張部４６が設けられた構成としても良い。
【００５１】
　また、第２の実施形態では、前面衝突（が不可避であること）の予測時に先ずラップ側
リトラクタ１４のモータが作動される例を示したが、本発明はこれに限定されず、例えば
、前面衝突の予測時に先ず左右のラップベルト４２の膨張部４６にガス供給を開始する（
膨張、展開を開始させる）構成としても良い。これにより、ラップ側リトラクタ１４のモ
ータを不要にすることが可能である。なお、前面衝突の予測時に先ずラップベルト４２の
膨張部４６を作動させる構成としては、図５に示される如くラップベルト４２の膨張部４
６をショルダベルト４４の膨張部４６に対しインフレータ４８側に配置する等の機械的構
成を利用しても良く、連通路５６に設けられた開閉弁をＥＣＵ２８によって制御する構成
としても良く、ショルダベルト４４とラップベルト４２とがそれぞれの膨張部のための専
用のインフレータを有し、これらインフレータの作動順をＥＣＵ２８にて制御するように
しても良い。
【００５２】
　さらに、上記した各実施形態では、ショルダ側リトラクタ２２がモータの動力によって
ショルダベルト２０を巻き取り得るモータリトラクタである例を示したが、本発明はこれ
に限定されず、例えば、ショルダ側リトラクタ２２がモータを備えない構成であっても良
い。この構成においては、先ず衝突が予測された場合にラップ側リトラクタ１４が作動さ
れ、その後（衝突検出後である場合を含む）に、例えばショルダ側リトラクタ２２のプリ
テンショナ装置（ＭＧＧ）がラップ側リトラクタ１４のプリテンショナ装置と共に作動さ
れる構成としても良く、また例えばラップ側リトラクタ１４のプリテンショナ装置（ＭＧ
Ｇ）及びショルダ側リトラクタ２２のプリテンショナ装置（ＭＧＧ）がこの順で作動され
る構成としても良い。
【００５３】
　またさらに、上記した各実施形態では、ラップ側リトラクタ１４のモータの駆動力又は
ラップベルト４２に設けた膨張部４６の膨張展開によって、衝突予測時に、ショルダベル
ト２０、ショルダベルト４４への張力付与開始に先立ってラップベルト１２、左右のラッ
プベルト４２に張力を付与する例を示したが、本発明はこれに限定されず、例えば、図７
に示す如き変形例とすることも可能である。具体的には、図７には、ラップ側リトラクタ
１４に代えて、ラップベルト１２（又はラップベルト４２、以下同じ）のシート幅方向外
端に固定されたアンカ部材５８を支持するラッププリテンショナ６０が設けられた例が示
されている。ラッププリテンショナ６０は、ＭＧＧ６２が作動されると、一端がアンカ部
材５８に連結されたワイヤ６４の他端に固定されたピストン６６をシリンダ６８内で前進
させることによって、ラップベルト１２に張力を付与するようになっている。このように
、本発明における張力付与手段は、リトラクタ（に設けられるモータやプリテンショナ機
構）やエアベルト等の膨張部に限られることはない。
【００５４】
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　また、上記した各実施形態では、ショルダベルト２０、ショルダベルト４４への張力付
与開始に先立ってラップベルト１２、左右のラップベルト４２に張力を付与する例を示し
たが、本発明はこれに限定されず、例えば、衝突検出時にショルダベルト２０、ショルダ
ベルト４４への張力付与開始に先立ってラップベルト１２、左右のラップベルト４２に張
力を付与する構成としても良い。
【００５５】
　さらに、上記した各実施形態では、左右のラップベルト１２、左右のラップベルト４２
を直列させることで、着座乗員Ｐの腰部を拘束する本発明における「ラップベルト」が構
成される例を示したが、本発明はこれに限定されず、例えば、一端がアンカ又はリトラク
タを介して車両用シート１１又は車体に支持された１本のラップベルトの他端にタングプ
レート１８を設け、該タングプレート１８を車両用シート１１又は車体に設けられたバッ
クル１６に結合することで着座乗員Ｐの腰部１本のラップベルトにて拘束する構成として
も良い。この構成では、ラップベルトにおけるシート幅方向の略中間部に下端部２０Ａ側
が連結されるショルダベルト２０は、左右一対設けられても良く、１本だけ設けられても
良い。
【００５６】
　さらにまた、第１の実施形態では、左右一対のラップ側リトラクタ１４が直列状に連結
された左右のラップベルト１２を該左右両側から巻き取る例を示したが、本発明はこれに
限定されず、例えば、車両の前面衝突が予測された場合に単一のラップ側リトラクタ１４
（のモータ）によってラップベルト１２を巻き取る構成としても良い。この場合、２つの
ラップ側リトラクタ１４のうち一方のモータのみを作動させる（一方のみがモータを備え
る場合を含む））構成としても良く、左右のラップベルト１２を巻き取る共通のラップ側
リトラクタ１４を設ける構成としても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る４点式シートベルト装置を模式的に示す正面図で
ある。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る４点式シートベルト装置を模式的に示す側面図で
ある。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る４点式シートベルト装置を構成するラップ側リト
ラクタ及びショルダ側リトラクタの動作タイミングを示すタイミングチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る４点式シートベルト装置を構成するラップ側リト
ラクタ及びショルダ側リトラクタの動作タイミングの変形例を示すタイミングチャートで
ある。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る４点式エアベルト装置を模式的に示す正面図であ
る。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る４点式エアベルト装置を構成する膨張部を模式的
に示す長手方向直角断面図である。
【図７】本発明の実施形態に係る４点式シートベルト装置の変形例を示す側面図である。
【符号の説明】
【００５８】
　　１０    ４点式シートベルト装置（車両用乗員拘束装置）
　　１１    車両用シート
　　１２    ラップベルト
　　１４    ラップ側リトラクタ（ラップ側張力付与機構）
　　２０    ショルダベルト
　　２２    ショルダ側リトラクタ（ショルダ側張力付与機構）
　　２８    ＥＣＵ（制御装置）
　　４０    ４点式エアベルト装置（車両用乗員拘束装置）
　　４２    ラップベルト
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　　４４    ショルダベルト
　　４６    膨張部（ラップ側張力付与機構）
　　６０    ラッププリテンショナ（ラップ側張力付与機構）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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